
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人海技教育機構（法人番号6080005003150）の役職員の報酬・給与等について（令和７年度）

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

監事

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ② 令和７年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和７年度における改定内容

別 添

① 国立大学法人東京海洋大学（令和6年度）
当該法人は、海洋を巡る学問及び科学技術に係わる基礎的・応用的教育研究を行う海洋系大学である。
（常勤職員数468人（令和7年5月1日現在））。
公表資料によれば、法人の長の年間報酬額は20,059千円、理事については平均16,355千円である。

② 国立大学法人横浜国立大学（令和6年度）

法人の長の年間報酬額 18,741千円。 理事年間報酬額 平均14,654千円。

③ 神奈川県職種別民間給与実態調査（令和7年度）

決まって支給する給与 大学学長・副学長・学部長 892,159円

当法人は、船舶の運航に関する学術及び技能を教授し、並びに航海訓練を行うこと等により、船員の養成及び

資質の向上を図り、もって安定的かつ安全な海上輸送の確保を図ることを目的とし、主要事業として、①船員に

なろうとする者に対する資格教育及び船員に対する実務教育、②船舶運航及び航海訓練に関する研究、③海

技教育の知見の普及・活用を行う法人である。その業務内容に鑑み、役員報酬の水準については、独立行政法

人通則法第50条の2第3項の規定の趣旨を踏まえ、国の職員に適用される一般職の職員の給与に関する法律の

指定職俸給や、類似事業を実施し、常勤職員数（当法人534人（令和7年4月1日現在））で比較的同等と認められ

る国立大学法人東京海洋大学を参考に、役員の職責と当法人の業務の実績を勘案して設定している。また、当

法人と同地域に所在する国立大学法人横浜国立大学、神奈川県職種別民間給与実態調査の給与水準につい

ても参考としている。

勤勉手当において、勤勉手当基準額に当該役員の勤務実績及び業務評価の結果を勘案して決定し
た割合を乗じて支給している。

法人の長、理事及び監事の役員報酬支給基準は、独立行政法人海技教育機構役員

報酬規程（以下「役員報酬規程」という。）に則り、月額及び期末・勤勉手当から構成され

ている。
月額については、俸給（理事長：1,006,000円、理事：736,000円から794,000円までの範

囲内で理事長が決定する額、監事702,000円）に地域手当、通勤手当、単身赴任手当を
加算して算出している。

期末手当についても、役員報酬規程に則り、基準額（俸給＋地域手当＋俸給×100分
の25＋（俸給＋地域手当）☓100分の20）に6月に支給する場合においては100分の66.25、
12月に支給する場合においては100分の68.75を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期
間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

勤勉手当の額は、基準額（期末手当に同じ）に当該役員の勤務実績及び業績評価の
結果を勘案し別に定める割合を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間におけるその
者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

なお、令和7年度では、給与法指定職の改正（令和7年法律第89号）に準拠した俸給の

引上げ（月額 19,000円～27,000円）及び期末手当・勤勉手当の支給率の引上げ（年間

0.05か月分）を実施した。



監事（非常勤）

２　役員の報酬等の支給状況
令和７年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

20,124 12,072 5,781
1,932

339
（地域手当）
（通勤手当）

3月31日

千円 千円 千円 千円

15,793 9,528 4,563
1,524

177
（地域手当）
（通勤手当）

3月31日 ※

千円 千円 千円 千円

14,941 8,832 4,291
1,501

317
（地域手当）
（通勤手当）

◇

千円 千円 千円 千円

15,167 8,832 4,230
1,413

45
648

（地域手当）
（通勤手当）
（単身赴任手当）

※

千円 千円 千円 千円

14,810 8,832 4,230
1,413

335
（地域手当）
（通勤手当）

3月31日 ◇

千円 千円 千円 千円

14,001 8,424 4,034
1,348

195
（地域手当）
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

3,084 3,084
（　　　　）

注１：「地域手当」とは、民間の賃金水準が高い地域に在勤する役員に支給しているものである。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄
注３：数値に関しては四捨五入のため総額が一致しない場合がある。

A監事

B監事
（非常勤）

就任・退任の状況
役名

その他（内容）
前職

D理事

C理事

法人の長

A理事

B理事

非常勤監事の役員報酬支給基準は、役員報酬規程に則り、非常勤役員手当として月額
257,000円が支給される。

なお、令和7年度では、給与法指定職の改正（令和7年法律第89号）に準拠した非常勤
役員手当の引き上げ（月額7,000円）を実施した。



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　監事

　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

当法人の主要事業は、①船員になろうとする者に対する資格教育及び船員に対
する実務教育、②船舶運航及び航海訓練に関する研究、③海技教育の知見の普
及・活用である。その役員報酬水準については、Ⅰ-1-①で記載したとおり、国家公
務員指定職俸給表を参考に、役員の職責と当法人の業務の実績を勘案して設定し
ており、法人の代表者である理事長については、指定職俸給表の5号俸（局長級）相
当、理事については同俸給表の1号俸及び2号俸相当を参考としている。

指定職俸給表 5号俸 1,006,000円
指定職俸給表 2号俸 794,000円 同1号俸 736,000円

上記俸給水準は、教育、研究両面に精通した人材を登用するため、類似事業を実
施している国立大学法人東京海洋大学（常勤職員数468人（令和7年5月1日現在））
の水準との比較においても妥当である。

東京海洋大学役員報酬月額 学長 1,006,000円、 理事 736,000円から852,000
円までの範囲内で学長が決定する額

独立行政法人の監事については、独立行政法人通則法により規定されているとこ
ろ、監事の業務については、組織により異なるので、報酬の妥当性を検証する際に
は、同じ独立行政法人内での比較が適切だと考えられる。国土交通省所管の独立
行政法人の平均役員報酬年額を推計したところ、監事については14,560千円、非常
勤監事については3,018千円であった。ついては、当機構の監事・非常勤監事の報
酬水準は、妥当である。

当該法人の目的は、船員及び船員となろうとする者に対し船舶の運航に関する学

術及び技能を教授し、並びに航海訓練を行うこと等により、船員の養成及び資質の

向上を図り、もって安定的かつ安全な海上輸送の確保を図ることである。

その業務内容に鑑みれば、Ⅰ－１－①で示された役員報酬水準の設定の考え方

は、類似事業を行う機関を参考に、その職責を踏まえて定められており、適当である。

また、Ⅰ－2の報酬実績は報酬水準の設定の考え方に即しており、法人の実績評

価結果に鑑みても、法人の検証結果は適当である。



４　役員の退職手当の支給状況（令和７年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

6,315 5 0
令和8年
3月31日

1.0(仮)

千円 年 月

3,987 4 0
令和8年
3月31日

1.0(仮) ※

千円 年 月

該当者なし

「暫定的な業績勘案率（１．０）」により算出している。
注2：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

判断理由

該当なし

法人の長

理事

監事

注1：法人の長及び理事の支給額は、当該役員が在職した期間の業績勘案率が決定されていないため、

法人での在職期間

当法人においては、勤勉手当において、勤勉手当基準額に当該役員の勤務実績及び業務評価
の結果を勘案して決定した割合を乗じて支給している。今後も継続していく予定である。



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

　③　 給与制度の内容

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方
　　（業績給の仕組み及び導入実績を含む。）

当法人は、船舶の運航に関する学術及び技能を教授し、並びに航海訓練を行うこと等により、船員
の養成及び資質の向上を図り、もって安定的かつ安全な海上輸送の確保を図ることを目的とし、主
要事業として、①船員になろうとする者に対する資格教育及び船員に対する実務教育、②船舶運航
及び航海訓練に関する研究、③海技教育の知見の普及・活用を行う法人である。これらの業務は、
その規模やコスト等に鑑みて国に準ずる主体が行うべきものとされており、公益性が高いものとなっ
ている。

このため、職員の給与水準については、独立行政法人通則法第50条の10第3項の規定の趣旨を
踏まえ、国家公務員の給与水準を十分考慮し、手当を含め職員給与の在り方について国に準じて
決定することとしている。

また、類似事業を実施し、常勤職員数（当法人534人（令和7年4月1日現在））で比較的同等と認め
られる国立大学法人東京海洋大学及び当法人と同地域に所在する国立大学法人横浜国立大学、
神奈川県職種別民間給与実態調査の給与水準についても参考としている。

① 国立大学法人東京海洋大学（令和6年度）
当該法人は、海洋を巡る学問及び科学技術に係わる基礎的・応用的教育研究を行う海洋系大学である。
（常勤職員数468人（令和7年5月1日現在））。
公表資料によると、常勤職員の年間平均給与額は8,753千円である。
職種別では、事務・技術が平均 6,852千円、教育職種（大学教員）平均 10,894千円、
海事職種平均 9,036千円、 海技職種平均 6,842千円である。

② 国立大学法人横浜国立大学（令和6年度）

常勤職員の年間平均給与額は 8,868千円。事務・技術平均 6,579千円。

教育職種（大学教員）平均 10,846千円。

③ 神奈川県職種別民間給与実態調査（令和7年度）

決まって支給する給与

事務課長代理 596,278円、事務係長 514,226円、事務係員 390,205円

当法人においては、平成29年10月より国家公務員の人事評価制度に準拠した評価制度を導入し、
昇格・昇給の実施及び勤勉手当の支給に反映している。

独立行政法人海技教育機構職員給与規程に則り、俸給及び諸手当（俸給の調整額、管理職手
当・船員役職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手
当、単身赴任手当、高所作業手当、実習授業手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直
手当、管理職員特別勤務手当、食料金、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当）としている。

期末手当については、期末手当基準額（俸給＋俸給の調整額＋扶養手当＋地域手当＋広域

異動手当＋役職段階別加算額（職務の級に応じた加算額）＋管理職加算額（管理職員に対する

加算額）） に6月に支給する場合においては100分の125、12月に支給する場合においては100分

の127.5を乗じ、さらに基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を

乗じて得た額としている。（乗じる率は一般の職員に適用されるものであり、一部職員には異なる

率が適用される。）

勤勉手当については、勤勉手当基準額（俸給＋俸給の調整額＋地域手当＋広域異動手当＋
役職段階別加算額＋管理職加算額） に個々の勤務成績に応じて別途定める割合を乗じ、さらに
基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。



　④　 給与制度の令和７年度における主な改定内容

一般職給与法が適用される国家公務員の給与改定を踏まえ、当該改正（令和6年法律第72
号）に準じて、4月1日から、①地域手当（俸給の月額、管理職手当・船員役職手当、扶養手当の
月額の合計額に地域別支給割合を乗じて得た額）のうち、兵庫県芦屋市、兵庫県神戸市の支給
割合を引下げ（芦屋市：100分の15から100分の12、ただし令和7年度中は経過措置として100分の
14、神戸市：100分の12から100分の8、ただし令和7年度中は経過措置として100分の11）、静岡県
静岡市、千葉県館山市の支給割合を引上げ（静岡市：100分の6から100分の8、ただし令和7年度
中は経過措置として100分の7、館山市：100分の4を新設、ただし令和7年度の中は経過措置とし
て100分の2）改定、②扶養手当のうち、配偶者の手当を廃止し、子の手当を10,000円から13,000
円へ引上げ（ただし令和7年度中は経過措置として、配偶者3,000円、子11,500円）を実施した。

また、令和7年法律第89号の改正に準じて、③初任給を始め若年層に重点を置いた全俸給表の
引上げ改定（平均改定率3.62%）（大卒初任給については5.6%引上げ）、④通勤手当のうち、自動
車等使用者に対する支給月額を200円から7,100円までの幅で引上げ、⑤宿日直手当の一部引
上げ（+300円）、⑥期末手当・勤勉手当の支給率について、平均0.05月分の引上げを実施した。



２　職員給与の支給状況等

　①　常勤職員の数

注：常勤の再任用職員を含む全ての常勤職員の総数

　②　職種別支給状況

うち通勤手当等
人 歳 千円 千円 千円 千円

389 42.4 8,187 5,855 55 2,332
人 歳 千円 千円 千円 千円

51 38.3 6,679 4,864 168 1,815
人 歳 千円 千円 千円 千円

49 47.1 10,294 7,306 177 2,988
人 歳 千円 千円 千円 千円

51 49 8,506 6,224 66 2,282
人 歳 千円 千円 千円 千円

88 38.9 9,102 6,410 5 2,692
人 歳 千円 千円 千円 千円

150 42.1 7,365 5,267 3 2,098

人 歳 千円 千円 千円 千円

22 63 5,685 4,702 38 983
人 歳 千円 千円 千円 千円

- - - - - -
人 歳 千円 千円 千円 千円

3 62.5 6,538 5,481 175 1,057
人 歳 千円 千円 千円 千円

6 63.8 5,153 4,272 52 881
人 歳 千円 千円 千円 千円

5 62.7 6,255 5,122 0 1,133
人 歳 千円 千円 千円 千円

8 62.6 5,407 4,470 0 937

人 歳 千円 千円 千円 千円

18 54.3 4,453 3,347 114 1,106
人 歳 千円 千円 千円 千円

18 54.3 4,453 3,347 114 1,106

注1：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
注2：在外職員、任期付職員の区分については、該当者が無いため省略。
注3：「年間給与額」は、時間外手当を除く給与の額
注4：常勤職員及び再任用職員の「教育職種（教授・准教授等）」は「本部及び海技大学校に勤務する校長、教授、
　　　准教授、講師、助教等」を、「教育職種（船員教育高等学校教員等）」は、「海上技術短期大学校、海上技術学校
　　　等に勤務する校長、副校長、教諭等」を「海技職（一）」は「航海士・機関士・通信士・事務員等」を、「海技職（二）」
　　　は「甲板員・機関員・司厨員等」を指す。
注5：再任用職員の事務については、該当者が1名のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
      区分以外は記載せず、再任用職員全体の数値からも除外している。
注6：常勤職員の研究職種、医療職種及び教育職種（高等専門学校教員）、再任用職員の研究職種、医療職種、
　　　教育職種（高等専門学校教員）及び非常勤職員の研究職種、医療職種及び教育職種については、該当者が

　　　無いため省略。　　　

事務・技術

海技職（二）

区分

常勤職員

うち賞与平均年齢

海技職（二）

事務・技術

海技職（一）

 教育職種（教授・准教授等）

再任用職員

全常勤職員（令和８年４月１日時点）：　542人

海技職（一）

うち同一の職種等により通年で給与が支給された職員（対象常勤職員）：　411人

令和７年度の年間給与額（平均）

総額
人員

非常勤職員

教育職種
（船員教育高等学校教員等）

事務・技術

 教育職種（教授・准教授等）

うち所定内

教育職種
（船員教育高等学校教員等）



③

注１：②の年間給与額から通勤手当等を除いた状況である。以下、⑤まで同じ。

注2：年齢20～23歳、年齢28～31歳、32～35歳、40～43歳、44～47歳及び52～55歳の該当者は4人以下であるため、

　　　当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、第1・第3四分位折れ線を表示していない。

注3：年齢20～23歳及び52～55歳の該当者は2人以下であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、

　　　平均給与額については表示していない。　　

④

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円

　代表的職位

　　　・本部部長 2 - - - -

　　　・本部課長 2 - - - -

　　　・本部課長補佐 2 - - - -

　　　・本部係長 5 42.1 6,248 7,957 5,251

　　　・本部係員 16 28.4 4,922 5,606 4,449

　　　・地方部長 1 - - - -

　　　・地方課長 3 52.2 9,190 - -

　　　・地方課長補佐 5 50.3 7,484 7,832 6,964

　　　・地方係長 6 42.3 6,601 8,033 5,965

　　　・地方係員 9 27.2 4,786 5,480 4,142

注１：本部部長、本部課長、本部課長補佐及び地方部長は該当者が2人以下のため、当該個人に関する情報が特定

　　　 されるおそれがあることから、平均年齢及び年間給与の平均額については記載していない。

注２：地方課長は該当者が４人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることから、最高給与額

　　　及び最低給与額は記載していない。

職位別年間給与の分布状況

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員）〔再任用職員を除く。以下、⑤まで同じ。〕

平均年齢人員分布状況を示すグループ

千円

年間給与額

最高～最低



⑤

夏季（6月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

51.2 50.5 50.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 48.8 49.5 49.2

％ ％ ％

         最高～最低 56.3～44.0 56.1～44.9 54.9～45.5

％ ％ ％

53.9 54.1 54

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.1 45.9 46

％ ％ ％

         最高～最低 52.2～41.7 50.4～41.8 50.0～41.8

賞与（令和７年度）における査定部分の比率（事務・技術職員）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）



３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

注：令和７年４月に国家公務員の地域手当制度が見直され級地区分数及び級地（支給割合）が改正されたところ、

　　各指数に関して、国家公務員の給与の額については経過措置終了後の地域手当の支給割合による推計値を

　　用いており、地域勘案（年齢・地域勘案及び年齢・地域・学歴勘案）に用いる国家公務員の地域手当の級地

　　区分も同様に経過措置終了後のものによっている。

　給与水準の妥当性の
　検証

引き続き、国に準じて適正な給与水準の維持が図られるよう取組む。

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　76.4％】
（国からの財政支出額　6,712,277千円、支出予算の総額　8,782,539千円：令
和7年度予算
【累積欠損額　なし（令和6年度決算）】
【管理職の割合　14.0％（常勤職員数50名中7名）】
【大卒以上の高学歴者の割合　62.0％（常勤職員数50名中31名）】
【支出総額に占める給与・報酬等支給総額の割合　49.0％】
（支出総額　8,748,567千円、給与・報酬等支給総額　4,288,293千円：令和6
年度決算）
【民間事業者との給与水準の比較（時間外手当、通勤手当を除く）
民間事務係長 436,845円、当機構係長 389,037円
民間事務係員 333,536円、当機構係員 302,693円
※令和7年度職種別民間給与実態調査（人事院）における規模500人以上の
事務年齢階層別平均支給額より算出

（法人の検証結果）
当法人の主要事業は①船員になろうとする者に対する資格教育及び船員に
対する実務教育、②船舶運航及び航海訓練に関する研究、③海技教育の知
見の普及・活用であるが、これらの業務は、その規模やコスト等に鑑みて国に
準ずる主体が行うべきものとされており、公益性が高いことに鑑み、職員の給
与水準は、Ⅱ－１－①で記載したとおり、国家公務員の給与水準に準じて設
定しており、適当である。Ⅱ-2の結果は、Ⅱ-1-①の考え方に即した給与実績
となっており、国家公務員との相違は上述のとおり、主に住居手当の割合及
び異動保障の割合によるものであり、民間事業者との比較においても上述の
とおり妥当である。

【指数の算出方法により指数が高くなっている理由】
　全国規模の人事異動を実施しているため、借家に居住している職員が多
く、住居手当の受給率が高くなっている。
[住居手当支給対象者の割合]
　　当法人：48.0％　　国：30.5％　※

【地域・学歴を勘案した影響】
　当機構の職員給与は国に準じて支給しているところであるが、東京特別区
等の官署に在籍していた国家公務員からの出向者がおり、これらの職員に対
する地域手当の異動保障が影響する。
［異動保障支給対象者の割合］
　　当法人：20.0％　　国：15.3％　※

※令和7年度国家公務員給与等実態調査（人事院）における行政職俸給表
（一）の適用者より算出

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

講ずる措置

（主務大臣の検証結果）
　当該法人の目的は、船員及び船員となろうとする者に対し船舶の運航に関
する学術及び技能を教授し、並びに航海訓練を行うこと等により、船員の養
成及び資質の向上を図り、もって安定的かつ安全な海上輸送の確保を図るこ
とである。
　その業務内容に鑑みれば、Ⅱ-１-①に示された給与水準の設定の考え方
は国家公務員の給与水準を踏まえて定められており、適当である。
　また、Ⅱ-２の給与実績は給与水準の設定の考え方に即しており、法人の検
証結果は適当である。

・年齢・地域・学歴勘案　　 　   １０１．６

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　　９８．５
・年齢・地域勘案　　　　　 　　　１０１．３

項目

対国家公務員
指数の状況 ・年齢・学歴勘案　　　　　　　　 　９９．４

内容



４　モデル給与

　（扶養親族がいない場合）

※　扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者3,000円、子１人につき11,500円）を支給

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

○22歳（大卒初任給）
月額　225,600円　年間給与　3,738,000円

○35歳（本部係長）
月額　344,400円　年間給与　5,785,000円
○50歳（本部課長補佐）
月額　446,400円　年間給与　7,600,000円

平成29年10月より国家公務員の人事評価制度に準拠した評価制度を導入し、昇格・昇給の実施
及び勤勉手当の支給に反映することとしている。今後も国家公務員の人事評価制度を考慮した上で
継続する。



Ⅲ　総人件費について

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円

(D) 662,657 685,392 664,079 707,676 755,946
千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

注：中期目標管理法人のため中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載している。

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　定年制度及び60歳以上の職員の給与制度

事務職員の定年年齢は、満60歳であり、

定年による退職日は、定年年齢に達した日以後の最初の３月３１日である。

Ⅴ　その他

特になし

「給与、報酬等支給額」及び「最広義人件費」の増減要因
　
・「給与、報酬等支給総額」対前年度比　　4.04%増
　国家公務員給与法の改正に準拠した俸給及び勤勉手当支給割合の引上げの給与規程改正を
行ったこと等による。

・「最広義人件費」対前年度比　　2.97%増
　上記による「給与、報酬等支給総額」に加え「非常勤役職員等給与」についても職員同等給与
法改正に準拠した日額改定を行ったが、退職手当支給件数が減少（令和6年度43名、令和7年度
33名）したことによる。

5,739,731

福利厚生費

288,107

最広義人件費

234,130
非常勤役職員等給与

5,231,921 5,574,1515,502,9005,584,615

退職手当支給額

163,137 168,786 184,158 210,476

426,075 437,531 171,661 367,706

4,212,023 4,288,293 4,461,548

区　　分

給与、報酬等支給総額
4,332,746 4,211,191


